
 

 

議  案  第  １０  号  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２７年２月２３日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市建築関係手数料条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市建築関係手数料条例（平成１２年条例第１４号）の一部を次のように改正す

る。  

第４条第３項ただし書を削る。  

別表第１の２の項を次のように改める。  

２  削除    

別表第１の５の項から７の項までの事務の欄中「第１８条第１４項」を「第１８条第

１６項」に改め、同表８の項事務の欄中「第１８条第１７項」を「第１８条第１９項」

に改め、同表９の項事務の欄中「第１８条第１４項」を「第１８条第１６項」に改める。  

別表第２の１の項事務の欄中「第７条の６第１項第１号又は第１８条第２２項第１

号」を「第７条の６第１項第１号若しくは第２号又は第１８条第２４項第１号若しくは

第２号」に、「仮使用の承認」を「仮使用の認定」に改め、同項名称の欄中「仮使用承

認申請手数料」を「仮使用認定申請手数料」に改め、同表４６の項金額（１件につき）

の欄中「４５の項」を「４６の項」に改め、同項を同表４７の項とし、同表４５の項金

額（１件につき）の欄第１号ア中「住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年

法律第８１号）」を「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に改め、同項を同表４６



 

 

の項とし、同表中４４の項を４５の項とし、４３の項を４４の項とし、同表４２の項金

額（１件につき）の欄第１号中「４１の項」を「４２の項」に、「又はイ」を「からウ

まで」に改め、同欄第２号ア中「４１の項」を「４２の項」に、「又はイ」を「からウ

まで」に改め、同項を同表４３の項とし、同表４１の項金額（１件につき）の欄第１号

ア中「が交付する住宅性能評価書」を「の認定」に改め、同号イを同号ウとし、同号ア

の次に次のように加える。  

イ  住宅の品質確保の促進等に関する法

律第６条第１項の規定に基づく設計住

宅性能評価書の交付を受けている場合  

次に掲げる住宅の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額  

（ア）１戸建ての専用住宅  １７ ,７００

円  

（イ）１戸建ての併用住宅  １７ ,７００

円  

（ウ）共同住宅等  １戸につき次に掲げ

る共同住宅等の区分に応じ、それぞ

れ次に定める額を同時に申請する住

戸の数で除して得た額  

ａ  総戸数が２以上５以下の共同住

宅等  ３９，０００円  

ｂ  総戸数が６以上１０以下の共同

住宅等  ６１，７００円  

ｃ  総戸数が１１以上２５以下の共

同住宅等  １１４，９００円  

ｄ  総戸数が２６以上５０以下の共

同住宅等  １８３，３００円  

ｅ  総戸数が５１以上１００以下の

共同住宅等  ３０３，９００円  

ｆ  総戸数が１０１以上２００以下

の共同住宅等  ５２７，７００円  

ｇ  総戸数が２０１以上の共同住宅

等  ７１７，７００円  

別表第２の４１の項金額（１件につき）の欄第２号ア中「又はイ」を「からウまで」

に改め、同項を同表４２の項とし、同表中４０の項を４１の項とし、２の項から３９の



 

 

項までを１項ずつ繰り下げ、１の項の次に次のように加える。  

２  法 第 ４ ２ 条

第 １ 項 第 ５

号 の 規 定 に

基 づ く 道 路

の 位 置 の 指

定 又 は 変 更

の 申 請 に 対

する審査  

道 路 の 位

置 の 指 定

又 は 変 更

申 請 手 数

料  

５０，０００円  

附  則  

この条例中別表第２の改正規定（同表１の項に係る部分を除く。）は平成２７年４月

１日から、その他の改正規定は建築基準法の一部を改正する法律（平成２６年法律第５４

号）の施行の日から施行する。  

 

提案理由  

道路位置の指定等に係る手数料及び住宅性能評価制度を活用した長期優良住宅建築等

計画の認定事務に係る手数料を徴収するため、及び建築基準法の一部改正に伴い、構造

計算適合性判定手数料を廃止するため、並びに所要の条文整備を行うため、本案を提出

する。  


